
 

 

東かがわ市『タブレット端末・ＩＣＴ機器活用のルール（詳細版）』 

～児童生徒と保護者の皆さまへ～ 

 

 

  

  

 

タブレット端末は東かがわ市から児童・生徒に１人１台お貸しするもので、今後も同じものを大切に

使い続けます。タブレット端末は、効果的に使うと学習効果を高められる道具ですが、使い方のルール

を守らずに誤った使い方をすると重大な事件に巻き込まれる危険もある道具です。学校では児童・生徒

に対し、安全かつ効果的に使用するよう指導しておりますが、ご家庭におかれましても、お子様ととも

に本ガイドブックの内容をご確認していただき、特に家庭での取り扱いについて話し合っていただきま

すよう、ご協力をお願いいたします。 

 

東かがわ市教育委員会・教育総務課 

令和６年４月 

 

家庭用 保存版 



１ タブレット端末を使う目的 

□おもに、子どもたちに以下の力をつけるためにタブレット端末を使います。 

・自ら目標を立て、計画的に学ぶ力・・・・・・・・・・・・・・・＜自立・自律性＞ 

・自ら情報を選択し、関連付けて、伝える力・・・・・・＜言語能力、情報活用能力＞ 

・自ら問いを作り、他者とともに解決する力・・・・＜課題発見・解決能力、協働性＞ 

 

２ タブレット端末の使い方 

 

※以下に記載のルールが守れないときは、タブレット端末を使うことができなくなります。 

①使用場所について 

□おもに学校で使います。校外学習など校外に持ち出して使うこともあります。 

□家庭で使うこともあります。 

②使用上の留意点について 

□次の場所では使わないようにしてください。 

・濡れた手や水筒の近く、お風呂など、水分や湿気のある所 

・ほこりの多い所 

・強い日差しのもとやストーブの近くなど、高温になる所 

□置き忘れたり、紛失したりしないように、しっかり管理してください。 

□持ったまま走ったり、高いところに置いたり（落とす）、地面に置いたり（踏まれる）するなど、 

破損が予想されることはしないようにしてください。 

□タブレット端末の画面は、指かタッチペンで触れるようにしてください。 

□磁石など、タブレット端末の調子が悪くなるものは近づけないようにしてください。 

③保管について 

□登下校中は、カバンから出さないようにしてください。 

□家庭では安全な場所で管理できるように、置く場所を決めてください。 

④カメラでの撮影について 

□家庭でカメラ機能を使う場合は、事前に保護者に伝えるようにしてください。 

※学校でカメラ機能を使いたいときは、事前に先生に伝えるようにしています。 

□カメラで人を撮影したり、人の家や持ち物などを撮影したりするときは、勝手に撮らず、必ず撮影する相手

や所有者の許可をもらうようにしてください。 

⑤設定について 

□ID・パスワードは、先生と保護者以外の人には教えないように話をしてください。 

□学校外では、学校の認めるWi-Fi及び家庭のWi-Fi以外と接続することは許可していません。 

※フリースポット等で使用すると個人情報が洩れる可能性があります。 

家庭で使用する際は、Wi-Fi環境がある場合は、家庭のWi-Fi の使用をお願いします。 

□学校の許可なく新たにアプリを入れたり、機能を追加・削除したりしないようにしてください。 

□デスククトップ画面のアイコンの並び方や位置は変えないようにしてください。 

 



⑥個人情報について 

□タブレット端末を他人に貸したり、使わせたりしないようにしてください。 

□自分や他人の個人情報はインターネット上に絶対に公開しないようにしてください。 

⑦データの保存・移動について 

□タブレット端末で作ったデータやインターネットから取り込んだデータは、学習活動で先生が許可したもの

だけを学校指定のクラウドに保存しています。 

□タブレット端末本体の容量に限りがあるため、不要なデータは定期的に整理するようにしてください。 

□個人所有のタブレット端末でマイクロソフトアカウントを使用しないようにしてください。 

□ウイルス対策のため、個人所有のUSBメモリなどの記録媒体をタブレット端末に接続しないでください。 

・有線で接続してよいのは、イヤホンとACアダプタです。 

・無線で接続してよいのは、原則、自宅のWi-Fiもしくは市が貸出したモバイルルーターです。 

⑧特に、家庭で使うときに注意すること 

□使う時間は家庭でよく話し合い、長時間また、遅い時間まで使わないようにしてください。 

（めやす）小学生夜８時まで中学生夜９時まで 

□家庭で使う場所・置く場所を家族と話し合って決めてください。（③にも記載） 

□食べたり飲んだりしながら使わないようにしないでください。 

□学習に関連のない使い方はしないようにしてください。 

（例）趣味でWebサイトにアクセスしたり、ゲームをしたりする。 

SNSやメールで個人的な連絡をとりあう。 

※安全のため、一部の機能も停止しています。 

□充電器を持ち帰った場合、学校に持ってくる前夜に充電を済ませるようにしてください。 

⑨健康のために 

□画面に顔を近づけ過ぎずに正しい姿勢で使うようにしてください。 

□３０分に一度は遠くを見るなど、ときどき目を休ませるようにしてください。 

□寝る時刻の 1時間前には、使うのをやめるようにしてください。 

⑩トラブルのときは 

□あやしいサイトに入ってしまったときなど、危険を感じたらタブレット端末を閉じ、すぐに学校に知らせる

ようにしてください。 

□破損、故障、紛失した時は、すぐに学校に知らせるようにしてください。 

故意に故障・破損・紛失した場合は、修理等の代金をお支払いいただくこととなりますので、十分ご注意く

ださい。また、故意に設定変更をするなどして、タブレット端末に不具合が生じた場合は、もとに戻すため

の作業にかかる費用を家庭で負担いただくことがあります。 

□緊急時等には、教職員が対応できる時間は、通常平日 8：00～16：30（学校によって異なります）ですので

ご留意ください。 

 



３ 子どもたちを守るために（情報セキュリティについて） 

●子どもがタブレット端末・ＩＣＴ機器を使っている様子を、温かく見守ってください。 

●子どもと一緒に「情報を安全に使うこと」について考えてください。 

●子どもとタブレット端末・ＩＣＴ機器の使い方について定期的に話し合い、守られているか確認し

てください。 

 危険な行為 対応等 

□ 
個人情報をインターネットに 

掲載する。 

○タブレット端末で扱える個人情報 

児童・生徒名前、成果物（意見・作品・レポート等）、個人名が特定

されない写真や動画、趣味嗜好（交流授業での自己紹介程度） 

×タブレット端末で扱わない個人情報 

住所・電話番号・メールアドレス・生年月日・個人名が特定される写

真・成績などの機微な情報 

□ 
画像や動画等をダウンロードして 

他者の権利を侵害する。 

・無料サイトを含む、インターネット上にアップロードされている写真

や動画、文章には著作権があります。 

・特に動画はダウンロードが禁止されているものが多くあります。 

□ 
ＩＤ・パスワードを忘れる。 

パスワードを無断で変更する。 

・忘れた場合、学校に連絡してください。 

・パスワードの変更は学校へ申請してください。 

□ 
学習に関係ないアプリを 

ダウンロードする。 

・学校に許可なく設定を変更してはいけません。 

個人的なアプリのダウンロード・インストールは厳禁です。 

□ 
セキュリティが脆弱な Wi-Fi につな

いでしまい情報が抜き取られる。 

・学校外では、家庭の Wi-Fi もしくは学校が許可した Wi-Fi のみ接続を

許可しています。 

□ 有害なコンテンツにアクセスする。 

・お子様の利用状況を時々確認してください。有害サイトはフィルタリ

ングでブロックしていますが限界があります。問題が起きたときは、

直ちに学校に連絡してください。 

□ 課金や有料サービスを利用する。 

・万が一、タブレット端末の利用において、アプリの課金や有料サイト

の利用料金等が発生した場合、その費用及び損害は、利用者が負担す

ることになりますので、ご注意ください。 

 

４ 家庭へのご協力のお願い 

 本市では、学習用の道具の 1 つとして、タブレット端末を貸与しています。児童・生徒が主体的に学習すること

を目的としているため、必要以上の制限は設けていません。タブレット端末に触れながら情報モラル、スキル等を

育成していきます。ご家庭のご協力とご理解をお願いいたします。 

 


